
岩手県告示第658号 

 令和２年10月13日県議会の議決を経た令和２年度岩手県一般会計補正予算（第５号）、令和２年度岩手県母子父子寡婦福祉資金

特別会計補正予算（第１号）、令和２年度岩手県県有林事業特別会計補正予算（第１号）、令和２年度岩手県林業・木材産業資金

特別会計補正予算（第１号）、令和２年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）、令和２年度岩手県中小企業振興

資金特別会計補正予算（第１号）、令和２年度岩手県国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、令和２年度岩手県港湾整備事業

特別会計補正予算（第１号）及び令和２年度岩手県流域下水道事業会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

  令和２年10月23日 

岩手県知事 達 増 拓 也  



令和２年度岩手県一般会計補正予算（第５号）

令和２年度岩手県の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,000,716 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,097,164,366 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
5 地 方 交 付 税 297,312,452 △ 13,320,233 283,992,219

1 地 方 交 付 税 297,312,452 △ 13,320,233 283,992,219

7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,085,158 14,061 2,099,219

1 分 担 金 245,372 △ 5,735 239,637

2 負 担 金 1,839,786 19,796 1,859,582

8 使 用 料 及 び 手 数 料 7,926,004 1,936 7,927,940

2 手 数 料 2,092,676 1,936 2,094,612

9 国 庫 支 出 金 218,792,166 2,168,059 220,960,225

1 国 庫 負 担 金 71,659,675 2,310,607 73,970,282

2 国 庫 補 助 金 144,922,931 △ 135,954 144,786,977

3 委 託 金 2,209,560 △ 6,594 2,202,966

10 財 産 収 入 1,010,349 4,255 1,014,604

2 財 産 売 払 収 入 843,972 4,255 848,227

11 寄 附 金 96,092 42,005 138,097

1 寄 附 金 96,092 42,005 138,097

12 繰 入 金 32,760,993 1,780,868 34,541,861

款 項

－

SS17081275
長方形



1 特 別 会 計 繰 入 金 465,351 276,963 742,314

2 基 金 繰 入 金 32,295,642 1,503,905 33,799,547

13 繰 越 金 1 8,947,709 8,947,710

1 繰 越 金 1 8,947,709 8,947,710

14 諸 収 入 248,578,730 1,055,056 249,633,786

4 貸 付 金 元 利 収 入 221,712,335 △ 5,111 221,707,224

5 受 託 事 業 収 入 5,772,122 691,984 6,464,106

8 雑 入 6,336,964 368,183 6,705,147

15 県 債 73,287,666 1,307,000 74,594,666

1 県 債 73,287,666 1,307,000 74,594,666

1,095,163,650 2,000,716 1,097,164,366歳 入 合 計

　　一般会計

SS17081275
長方形



歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 総 務 費 37,289,556 7,274,802 44,564,358

1 総 務 管 理 費 12,639,172 6,564,726 19,203,898

2 企 画 費 2,012,565 342,645 2,355,210

3 徴 税 費 5,362,001 326,205 5,688,206

4 地 域 振 興 費 10,848,179 22,331 10,870,510

7 統 計 調 査 費 962,979 18,895 981,874

3 民 生 費 112,800,149 1,156,485 113,956,634

1 社 会 福 祉 費 76,174,251 692,138 76,866,389

2 県 民 生 活 費 1,568,486 62 1,568,548

3 児 童 福 祉 費 24,243,931 280,073 24,524,004

4 生 活 保 護 費 2,746,550 631 2,747,181

5 災 害 救 助 費 8,066,931 183,581 8,250,512

4 衛 生 費 48,459,061 574,786 49,033,847

1 公 衆 衛 生 費 23,140,829 142,767 23,283,596

2 環 境 衛 生 費 11,164,810 133,405 11,298,215

4 医 薬 費 12,850,484 298,614 13,149,098

5 労 働 費 3,383,755 4,898 3,388,653

款 項

　　一般会計 －4－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



1 労 政 費 826,642 4,898 831,540

6 農 林 水 産 業 費 72,770,153 517,441 73,287,594

1 農 業 費 15,330,837 180,839 15,511,676

2 畜 産 業 費 6,605,398 174,218 6,779,616

3 農 地 費 16,177,743 81,491 16,259,234

4 林 業 費 14,756,296 △ 86,825 14,669,471

5 水 産 業 費 19,899,879 167,718 20,067,597

7 商 工 費 237,306,653 △ 28 237,306,625

1 商 工 業 費 233,101,048 △ 28 233,101,020

8 土 木 費 162,273,777 △ 11,398,586 150,875,191

1 土 木 管 理 費 5,217,515 731,648 5,949,163

2 道 路 橋 り ょ う 費 88,643,378 △ 11,518,437 77,124,941

3 河 川 海 岸 費 47,975,454 1,692,826 49,668,280

4 港 湾 費 9,327,960 △ 2,307,978 7,019,982

5 都 市 計 画 費 4,053,994 10,568 4,064,562

6 住 宅 費 7,055,476 △ 7,213 7,048,263

9 警 察 費 29,188,560 11,847 29,200,407

1 警 察 管 理 費 26,007,616 11,847 26,019,463

10 教 育 費 151,073,120 104,854 151,177,974

　　一般会計 －5－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



1 教 育 総 務 費 19,439,504 1,833 19,441,337

8 大 学 費 4,413,627 85,021 4,498,648

9 私 立 学 校 費 7,107,072 18,000 7,125,072

11 災 害 復 旧 費 50,586,197 3,754,217 54,340,414

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 12,411,745 819,784 13,231,529

3 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 27,394,087 2,934,433 30,328,520

1,095,163,650 2,000,716 1,097,164,366歳 出 合 計

　　一般会計 －6－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



第２表　債務負担行為補正

１ 追　　　　加

1 　道路災害防除事業 　令和２年度から令和３年度まで 13,000千円

2 　基幹河川改修事業 　令和２年度から令和３年度まで 115,000千円

3 　河川災害復旧等関連緊急事業 　令和２年度から令和３年度まで 538,000千円

4 　急傾斜地崩壊対策事業 　令和２年度から令和３年度まで 130,000千円

5 　総合流域防災事業（土砂災害対策基礎調査） 　令和２年度から令和３年度まで 90,000千円

6 　ダム管理 　令和２年度から令和４年度まで 40,000千円

7 　都市計画道路整備事業 　令和２年度から令和６年度まで 3,600,000千円

事 項 期 間 限 度 額

　　一般会計 －7－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



２ 変　　　　更

1 　みたけの杜整備 令和２年度から
令和３年度まで

47,000千円 令和２年度から
令和３年度まで

81,000千円

2 　かんがい排水事業 令和２年度から
令和３年度まで

120,000千円 令和２年度から
令和３年度まで

146,000千円

3 　農道整備事業 令和２年度から
令和３年度まで

9,000千円 令和２年度から
令和３年度まで

20,000千円

4 　基幹水利施設ストックマ
ネジメント事業

令和２年度から
令和３年度まで

221,000千円 令和２年度から
令和３年度まで

291,000千円

5 　農村地域防災減災事業 令和２年度から
令和４年度まで

490,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

530,000千円

6 　道路環境改善事業 令和２年度から
令和３年度まで

2,086,000千円 令和２年度から
令和３年度まで

5,779,000千円

7 　除雪 令和２年度から
令和３年度まで

10,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

320,000千円

8 　道路維持修繕 令和２年度から
令和３年度まで

10,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

500,000千円

9 　地域連携道路整備事業 令和２年度から
令和５年度まで

2,685,000千円 令和２年度から
令和５年度まで

6,135,000千円

10 　河川海岸等維持修繕 令和２年度から
令和３年度まで

1,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

72,000千円

　　かんがい排水事業

　　農道整備事業

　　基幹水利施設ストックマネ
　ジメント事業

　　みたけの杜整備

　　農村地域防災減災事業

　　道路環境改善事業

　　除雪

　　道路維持修繕

　　地域連携道路整備事業

　　河川海岸等維持修繕

補 正 前 補 正 後

事 項 事 項限 度 額 限 度 額期 間期 間

　　一般会計 －8－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



11 　河川災害復旧助成事業 令和２年度から
令和４年度まで

1,700,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

1,830,000千円

12 　治水施設整備事業 令和２年度から
令和３年度まで

90,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

208,000千円

13 　砂防事業 令和２年度から
令和３年度まで

45,000千円 令和２年度から
令和４年度まで

1,105,000千円　　砂防事業

　　河川災害復旧助成事業

　　治水施設整備事業

　　一般会計 －9－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



第３表　　地方債補正

１　 追　　　　加

千円
地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 等 施 設 整 備 12,000 　普通貸借又は証券発行。証券発

行の細目は、知事が定める。
　年９％以内（ただし、利率見直し方式で
借り入れる公的資金について、利率の見直
しを行った後においては、当該見直し後の
利率）

　借入先の融資条件による。ただし、財
政の都合により償還年限を短縮し、又は
繰上償還をすることができる。

計 12,000

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

　　一般会計 －10－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



２　 変　　　　更

千円 千円
い わ て 体 験 交 流
施 設 整 備

25,000 　普通貸借又は証
券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

48,000 　普通貸借又は証
券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

土 地 改 良 事 業 2,847,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 2,850,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

治 山 事 業 804,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 808,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

地 域 づ く り
緊 急 改 善 事 業

31,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 34,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

道 路 橋 り ょ う
維 持 事 業

6,277,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 7,268,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

河 川 改 良 事 業 6,795,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 7,461,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

砂 防 事 業 2,193,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 2,201,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

河 川 総 合 開 発 事 業 2,047,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 2,069,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

街 路 事 業 352,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 403,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

河川等災害復旧事業 2,395,000 　同 上 　　同 上 　　同 上 3,089,000 　同 上 　　同 上 　　同 上

計 73,287,666 74,594,666

補 正 前
起 債 の 目 的

限 度 額

補 正 後

限 度 額起 債 の 方 法 起 債 の 方 法利 率 償 還 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

　　一般会計 －11－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



令和２年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 223,732 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 466,569 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　　母子父子寡婦福祉資金 －12－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 21,083 1,844 22,927

1 一 般 会 計 繰 入 金 21,083 1,844 22,927

2 繰 越 金 56,903 221,877 278,780

1 繰 越 金 56,903 221,877 278,780

3 諸 収 入 164,851 11 164,862

3 雑 入 4,974 11 4,985

242,837 223,732 466,569

款 項

歳 入 合 計

　　母子父子寡婦福祉資金 －13－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費 242,837 223,732 466,569

1 貸 付 費 216,736 217,355 434,091

2 貸 付 事 務 費 26,101 6,377 32,478

242,837 223,732 466,569

款 項

歳 出 合 計

　　母子父子寡婦福祉資金 －14－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



令和２年度岩手県県有林事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の県有林事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 63,525 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,624,692 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　県有林事業 －15－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 国 庫 支 出 金 167,586 △ 45,823 121,763

1 国 庫 補 助 金 167,586 △ 45,823 121,763

3 繰 入 金 3,280,531 △ 11,225 3,269,306

1 繰 入 金 3,280,531 △ 11,225 3,269,306

4 繰 越 金 2 26,325 26,327

1 繰 越 金 2 26,325 26,327

5 諸 収 入 240,036 △ 32,802 207,234

1 諸 収 入 240,036 △ 32,802 207,234

3,688,217 △ 63,525 3,624,692

款 項

歳 入 合 計

　　県有林事業 －16－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 県 有 林 事 業 費 3,678,217 △ 63,525 3,614,692

1 県 有 林 事 業 費 3,678,217 △ 63,525 3,614,692

3,688,217 △ 63,525 3,624,692

款 項

歳 出 合 計

　　県有林事業 －17－
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令和２年度岩手県林業・木材産業資金特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の林業・木材産業資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20,667 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 796,730 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　林業・木材産業資金 －18－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 690 △ 690

1 一 般 会 計 繰 入 金 690 △ 690

2 繰 越 金 82,401 21,357 103,758

1 繰 越 金 82,401 21,357 103,758

776,063 20,667 796,730

款 項

歳 入 合 計

　　林業・木材産業資金 －19－

SS17081275
長方形
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歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 林業・木材産業改善資金貸付費 101,063 20,667 121,730

1 貸 付 費 100,284 15,960 116,244

2 業 務 費 779 4,707 5,486

776,063 20,667 796,730

款 項

歳 出 合 計

　　林業・木材産業資金 －20－
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令和２年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の沿岸漁業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12,171 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,001,238 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　沿岸漁業改善資金 －21－
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 780 △ 780

1 一 般 会 計 繰 入 金 780 △ 780

2 繰 越 金 980,435 12,951 993,386

1 繰 越 金 980,435 12,951 993,386

989,067 12,171 1,001,238

款 項

歳 入 合 計

　　沿岸漁業改善資金 －22－

SS17081275
長方形
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歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 費 989,067 12,171 1,001,238

1 貸 付 費 988,284 10,519 998,803

2 業 務 費 783 1,652 2,435

989,067 12,171 1,001,238

款 項

歳 出 合 計

　　沿岸漁業改善資金 －23－

SS17081275
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令和２年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の中小企業振興資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 44,392 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,892,109 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　中小企業振興資金 －24－
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 40,182 △ 28 40,154

1 一 般 会 計 繰 入 金 40,182 △ 28 40,154

2 繰 越 金 230,012 △ 41,887 188,125

1 繰 越 金 230,012 △ 41,887 188,125

3 諸 収 入 1,240,807 △ 2,477 1,238,330

1 貸 付 金 元 利 収 入 1,240,748 △ 2,477 1,238,271

3,936,501 △ 44,392 3,892,109

款 項

歳 入 合 計

　　中小企業振興資金 －25－

SS17081275
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歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 小規模企業者等設備導入資金貸付費 3,936,501 △ 44,392 3,892,109

1 貸 付 費 3,922,996 △ 44,392 3,878,604

3,936,501 △ 44,392 3,892,109

款 項

歳 出 合 計

　　中小企業振興資金 －26－
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令和２年度岩手県国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和２年度岩手県の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,079,409 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 111,485,697 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　国民健康保険 －27－
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 国 庫 支 出 金 33,568,723 194,466 33,763,189

1 国 庫 負 担 金 21,307,866 4,510 21,312,376

2 国 庫 補 助 金 12,260,857 189,956 12,450,813

7 繰 入 金 7,154,203 △ 100,853 7,053,350

1 一 般 会 計 繰 入 金 6,778,025 △ 192 6,777,833

2 基 金 繰 入 金 376,178 △ 100,661 275,517

8 繰 越 金 2 815,871 815,873

1 繰 越 金 2 815,871 815,873

9 諸 収 入 2,045 169,925 171,970

2 雑 入 2,044 169,925 171,969

110,406,288 1,079,409 111,485,697

款 項

歳 入 合 計

　　国民健康保険 －28－
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歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 国 民 健 康 保 険 事 業 費 110,253,293 33,417 110,286,710

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 110,253,293 33,417 110,286,710

3 保 健 事 業 費 16,850 159,667 176,517

1 保 健 事 業 費 16,850 159,667 176,517

4 基 金 積 立 金 259 40,694 40,953

1 基 金 積 立 金 259 40,694 40,953

5 諸 支 出 金 102,693 845,631 948,324

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 102,693 845,631 948,324

110,406,288 1,079,409 111,485,697

款 項

歳 出 合 計

　　国民健康保険 －29－

SS17081275
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令和２年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度岩手県の港湾整備事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 297,283 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,563,744 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

　　港湾整備事業 －30－

SS17081275
長方形
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 財 産 収 入 1 271,689 271,690

1 財 産 売 払 収 入 1 271,689 271,690

3 繰 入 金 437,526 △ 15,850 421,676

1 一 般 会 計 繰 入 金 437,526 △ 15,850 421,676

4 繰 越 金 1 41,444 41,445

1 繰 越 金 1 41,444 41,445

1,266,461 297,283 1,563,744

款 項

歳 入 合 計

　　港湾整備事業 －31－

SS17081275
長方形
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歳 出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 事 業 費 559,288 297,283 856,571

1 港 湾 施 設 整 備 費 559,288 297,283 856,571

1,266,461 297,283 1,563,744

款 項

歳 出 合 計

　　港湾整備事業 －32－

SS17081275
長方形

SS17081275
長方形



令和２年度岩手県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

  （総則） 

第１条 令和２年度岩手県流域下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 令和２年度岩手県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４号の表中「2,200,665 千円」を「1,312,021 千円」に改める。 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科      目）            （既 決 予 定 額）   （補 正 予 定 額）   （ 計  ） 

収 入 

  第１款 下 水 道 事 業 収 益   9,803,122 千円 △113,550 千円  9,689,572 千円 

 第２項 営 業 外 収 益   5,226,503 千円 △113,550 千円  5,112,953 千円 

支 出 

  第１款 下 水 道 事 業 費 用   9,719,627 千円 △141,240 千円  9,578,387 千円 

第１項 営 業 費 用     9,144,670 千円 △141,240 千円  9,003,430 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「1,014,889 千円」を「1,015,270 千円」に、「895,719 千円」を「1,015,270 千円」に改め、「、引継現金 119,170

千円」を削り、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科      目）            （既 決 予 定 額）   （補 正 予 定 額）   （ 計  ） 

収 入 

第１款 資 本 的 収 入   2,201,646 千円 △889,025 千円  1,312,621 千円 

第１項 企 業 債   556,400 千円 △215,900 千円  340,500 千円 

第２項 負 担 金   490,225 千円 △196,125 千円  294,100 千円 

　　流域下水道事業 －33－

SS17081275
長方形

SS17081275
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第３項 補 助 金  1,154,900 千円 △477,000 千円  677,900 千円 

支 出 

 第１款 資 本 的 支 出        3,216,535 千円       △888,644 千円       2,327,891 千円 

第１項 建 設 費      2,200,665 千円       △888,644 千円       1,312,021 千円 

 （特例的収入及び支出） 

第５条 予算第５条中「5,459 千円」を「13,128 千円」に、「781,330 千円」を「549,113 千円」に改める。 

 （債務負担行為） 

第６条 予算第６条中「327,000 千円」を「494,000 千円」に、「161,000 千円」を「170,000 千円」に、「126,000 千円」を「161,000 千円」に改める。 

 

　　流域下水道事業 －34－
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